
平成30年4月18日（水）
藤野保史議員（共産）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

問改正法案の下では，危険物の運送を委託する荷送人
は， どのような義務を負うこととなるのか，法務当局
に問う。

1

（答）

1 危険物に関する通知義務の規定の新設

現行商法には，危険物についての荷送人の通知義務に関す・

る規定はなく，個別の事案における具体的な事情の下で，信

6善欝がそのような義務を負う場合があると解され
しかし，現代では，危険物の種類が多様化し，封印された

コンテナによる運送が一般的となるなど，危険物の取扱いが

困難になる中で,船舶を始めとする運送機関の大型化等に伴

い，危険物の取扱いを誤った場合の損害は極めて大きなもの

となっている。

そこで，改正法案では，危険物の適切な取扱いによる運送
の安全確保を図るため，荷送人の運送人に対する私法上の通
知義務を新設し，荷送人は，運送品が危険物であるときは，

その引渡しの前に,運送人に対し，危険物の安全な運送に必

も,要な情報を通知しなければならないこととした(新第572
条） 。

2 通知義務違反による荷送人の責任

改正法案では，通知義務違反による荷送人の責任について

商法上特段の規定を設けず，債務不履行に関する民法の規律

に従うものと整理している。

そのため，荷送人は，通知義務違反により運送人に損害が
生じた場合には，債務不履行による損害賠償責任を負うが,

自己に帰責事由がないことを主張立証したときは，その責任

を負わないこととなる（民法第415条） （注） 。
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通知すべき情報 〃
荷送人が，通知すべき事項は，運送品が危険物である旨及

び当該運送品の品名，性質その他の当該運送品の安全な運送

に必要な情報を通知する義務を負っている(新第572条)。
通知すべき情報の内容は，その危険物の性質に応じて様々で
ある。

3

(注）現行法では，運送人は, ｡信義則上の注意義務違反の事実を示す

ため，荷送人から通知がなかったことなどのほかに,事実上,荷送
人に帰責事由があることを主張立証しなければならない。これに対

し，改正法案では，運送人は,客観的に運送品が危険物であること

と荷送人から通知がないことにより損害が発生したことを主張立証

すれば足り，荷送人の主観的要素の主張立証が不要になるため，運
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送人の被害の救済に資することとなる。
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(対因ヨ･副大臣｡政務官）
4月18日（水）衆･法務委

民事局作成
串田誠一議員（維新）

1問海商法は統一的な運用が望まれているにもか
かわらず改正されてこなかったのはなぜか；法
務大臣に問う。

(答）

〔改正が行われなかった理由〕

商法分野においては， これまで，特に会社関係に
も つき企業を取り巻く環境の変化等に伴う喫緊の課

4

題が多く；幾度も大きな改正が行われてきた。またゥ

平成20年に全面的な見直し保険関係については

が行われた。

これに対して，運送・海商関係については,条約

の批准に伴い特別法の制定等を行ってきたものの, ‘

約款等による対応が進んでいたことなどもあって，

I

見直しの着手が遅れてしまった面がある。
一

《

(○
〔改正しない場合の問題〕

しかし，運送のような取引社会の基盤となる分野

についてのルールが社会の実情に合わない状態に

あるのは相当でなく，現代社会に適合した明確なも

のとする必要があることから,規定の見直しをする
こととしたものである。

」

1一



(参考1）会社法制に関する改正の経緯（平成10年以降）
・ 平成11年株式交換●株式移転制度の創設
・ 平成12年会社分割制度の創設
・ 平成13年6月 自己株式の取得等に関する改正
・ 平成1S年11月新株予約権制度の創設等
・ 平成’3年’2月監査制度の強化等に関する改正
・ 平成’4年委員会設置会社制度の導入等
・ 平成15年自己株式の取得に関する改正
・ 平成16年電子公告制度の創設等
・ 平成17年会社法の制定
､ 平成26年監査等委員会設置会社制度の創設等

(参考2）運送・海商法制に関する改正の経緯
・ 明治44年海難救助に関する規定の新設
・ 昭和’2年船員法改正に伴い,商法から関係規定の削
除

・ 昭和32年条約に基づく国際海上物品運送法の制定

・縄巽襄鐵御匡零嘉磐瀦鰭壹福秤型
､制蛋和57年賂圭責任制限法の改正
: 聿溌手年晏騨主管躍送耀鵲‘限法の改正

も。
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【責任者:民事局大野晃宏参事官内線■■携帯■■[－
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平成30年4月'18B (水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

2問「運送人」 という定義が商法に定められていなかっ
た理由は何か，法務当局に問う。

(答）

： 現行法では， 「運送人」 とは，陸上又は湖川・港湾において

物品又は旅客の運送をすることを業とする者をいうとされ（現

行第569条） ,海上運送については運送人という用語が用い

られておらず（現行第3編第3章）,航空運送については規律

6皇倭言脆駕雪調､言勇て騨蛎澪
者が自ら運送人になることが多かったことによるものと考えら

れる。

しかし，海上運送及び航空運送にも「運送人」の概念を及ぽ

すとともに，利用運送人,すなわち,荷送人との間で運送契約

を締結した上で実際の運送を下請運送人に委託する者（注）も

｢運送人」に含まれることを明確化するため，改正法案では，
運送人の定義につき, 「陸上運送，海上運送又は航空運送の引

受けをすることを業とする者」と改めることとした（新第56

も9条隼'号)．
（注）例えば， 自ら輸送手段を持たず，全ての区間の運送を下請運送人

に委託する者だけでなく,荷送人からの集荷や荷受人への配達は自ら
トラック等で行うが，海上運送区間については下請運送人に運送を委

託する者なども利用運送人となる。実務上，陸海空のうち最適な輸送
手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービス

が普及しており，利用運送は頻繁に行われている。なお，貨物利用運

送事業者に対しては,貨物利用運送事業法が規制を設けている。

3

_j
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(参考）貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）

（定義）

第二条この法律において「実運送｣ とは，船舶運航事業者,_航

空運送事業者，鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者（以

下「実運送事業者」 という｡）の行う貨物の運送をいい，且u
P

F，のIこMR
ザ

1用してする貨物の運送をいう。

(以下略）
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平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

，衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

3問危険物をある程度抽象的な規律にしなければならな
いというが，一般的な例などがあるのか，法務当局に
問う。

ダ

（答）

改正法案では， 「危険物｣ ･につき，現行国際海上物品運送

法第11条第1項と同様に， ｢引火性，爆発性その他の危険

性を有する物品」 と定義している （新第572条). 。こめよ

も瀧駕鱸臺職奪皇灘も差購壹匡
とが容易に想定されるため,これらの危険物にも対応する必
要があること等を踏まえたものである｡

もっとも,商法上の「危険物」の該当性については，基本

的に，公法的な規制(消防法,危険物船舶運送及び貯蔵規則, 、

航空法施行規則等）を参考にして判断することができ，例え

ば，ガソリン，灯油，火薬類，高圧ガス，アルコール濃度の

高い化粧品等がこれに該当する。

; （参照条文）

も○国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号）
（危険物の処分）

第十一条 引火性，爆発性その他の危険性を 与する運送品で 船

積の際運送人，船長及び運送人の代理人がその性質を知らなか

ったものは，何時でも，陸揚し，破壊し，又は無害にすること

ができる。

亡
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衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

4問危険というのは爆発というような意味か，それとも
液体が漏れるというのも危険ということになるのか，
法務当局に問う。

(答）

改正法案における危険物すなわち， 「引火性，爆発性そ

の他の危険性を有する物品」 （新第572条） とは，物理的

に「引火性，爆発性」これに類する危険性を有する運送品を
意味するものである。このため，液体が漏れることにより，

そのような物理的な危険を生じさせるものであれば，危険物

に当たることになるが，そのような物理的な危険性がなく,

も

単に液体が漏れるおそれがあると『､う
もQ

の危険物には当たらないことになる。

商法上ことのみでは，

℃

〆
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平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

5問動物は「危険物」に含まれるのか，
合などはどうか,法務当局に問う。

食べ物が臭う場

(答)

（先ほど申し上げたとおり， ）改正法案における危険物,

すなわち， 「引火性,爆発性その他の危険性を有する物品」

（新第572条） とは，物理的に｢引火性，爆発性」又はこ
れに類ずる危険性を有する運送品を意味するものである｡そ

のような物理的な危険性がなく，動物であるということのみ

では,‐商法上の危険物には当たらない。

同様に，そのような物理的な危険性がなく,食べ物が臭う

名

うことのみでは，とい 商法上の危険物には当たらない。

℃
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衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

6問危険物に関する通知を受けると，運送人としてどの
ような対応が考えられるのか，費用面でどのように変
わっていくのか,法務当局に問う｡

（答）

危険物に関する通知を受けた運送人はjその通知の内容を踏

まえ，物品の危険性が現実に生じないように注意をしながら・こ

れを運送することとなると考えられる。

も｡委砦鶉逵妻瞬離職iご~薑雛W誓言重
名，性質その他の当該危険物の安全な運送に必要な情報を通知

するのが通常であるといわれている｡ このため,改正法案によ

ることとなっても，実務上の運用自体はさほどは変わらないも

のと考えられ，運送人として新たな対応を要したり，運送賃の

増減を招いたりするといった変化をもたらすものではないと考

えている。
0
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平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

， 衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

7問危険物であることを通知しないと，それだけで債務
不履行となり，不可抗力でも荷送人の責任は発生する
のか，法務当局に問う。

(答）

改正法案では,危険物に関する通知義務に違反じた荷送人
の責任について，商法上特段の規定を設けず,債務不履行に
関する民法の規律に従うものと整理している。

そのため，荷送人は，通知義務に違反して危険物であるこ

とを通知しなかった場合であっても， 自己に帰責事由がない
ことを主張立証したときは,その責任を負わない（注） 。

名』

(注)例えば， コンテナの運送においては，荷送人Aから運送を引き

受けた利用運送人Bが,自ら荷送人となって実際の運送を下請運送
人Cに委託するということが行われるが，実務上，利用運送人Bが

コンテナの中身を自ら確認することはないといわれている。このよ

うな場合に，実際の運送をしたcが危険物による損害を受けたとし

ても,BがAから危険物に関する通知を受けず，危険物と認識し得
る余地もないときなどは,荷送人となるBに帰責事由がないことが
あり得る。

℃

I
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平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

8問例えば，密閉された容器など,通常の状態では危険
でなかったとしても,高温になったために爆発するよ
うなものは，危険物に当たるのか，法務当局に問う。

(答）

（先ほど申し上げたとおり, ）改正法案では， 「危険物」

につき, 「引火性，爆発性その他の危険性を有する物品」 と

定義している(新第572条） 。

これは，物理的に［引火性，爆発性」とこれに類する危険

性を有する運送品を指すものであり，適切な運搬容器の使用

や適切な積載方法によれば,安全に運送することができるが，
例えば，水分を吸収したときや加熱されたときなどに爆発的

に燃焼する性質を有するなど,運搬容器や積載方法などを誤

ると引火や爆発をする物品も含まれると考えられる・

ろ

(参考） 最高裁平成5年3月25日判決（高度さらし粉事件）におい

て問題となった高度さらし粉は，次亜塩素酸カルシウムを有効成分と

する化学薬品であり，

吸耶 や刀ロ豪’六Z ‘、 ，、に組

その放出する酸素と熱のために爆発的に燃焼す:る性震 を有しており，

見則では， 「水
℃
高度さらし粉は,事件当時，危険物船舶運送及び貯蔵規則では， 「水

と空気と作用して危険となる物質」に分類され，船倉内に積みつける

ときには上積みとし，その上部に他の積荷を積んではならない旨積載

方法が規定されていた。

同事件は,,インド洋上を航行中のリベリア船籍の貨物船内で発生し

た火災。爆発事故につき，定期傭船契約に基づいて船主に対して船体

損傷等の損害を賠償した海運会社が,火災の原因は船倉に積みつけら

れていた上記高度さらし粉からの発火にあるとして，その危険性及び

取扱方法に関する適切な通知を怠った高度さらし粉の製造業者らの不

法行為を主張して，損害賠償を求めたという事案である。

－1－
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平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

9問運送賃の支払時期はいつか， また，支払時期の規定
は，任意規定か,法務当局に問う。

（答）

1 現行法には，運送賃の支払時期に関する規定はないが，一

般的な解釈(注1）を明確化するため，改正法案では，運送

賃は運送品の引渡しと同時に支払わなければならない旨の規
定を商法に設けることとした(新第573条第1項） （注2)O

も 2運送賃の支払時期に関する規定は，任意規定である。

(注1）物品運送においては，物品を運送して荷受人に引き渡すことと

運送賃の支払とが対価関係にあり，運送品の引渡しと運送賃の支払

とが同時履行の関係にあることが前提とされている（留置権に関す

る現行第589条，第562条もその現れである。 ） 。

(注2）新第573条第1項の表現は，請負に関する民法第633条を
参考にしている。

（報酬の支払時期）

第六百三十三条報酬は,仕事の目的物の引渡しと同時に,支払

わなければならない。ただし，物の引渡しを要しないときは,

第六百二十四条第一項の規定を準用する。℃

（参照条文）新商法

（運送賃）

第五百七十三条運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、
支払わなければならない。

2 ． 3 （略）
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衆･法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新〉

0

10間クレジットカードで運送賃を支払った場合には，運
送賃の支払時期はいつと考えられるのか，法務当局に
‘問う。

（答）

運送契約の当事者間で運送賃をクレジットカードにより支払
う旨を定めた場合には，運送賃の支払時期をいつと見るかも当

一概にお答えす事者間の合意によって定まるものと考えられ，

ることは困難である。

ろ

0

ノ

℃｝
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(答）

現実には，カードを利用したときに代金が支払われたものと

する合意がされていると解することができる場合が多いと思わ
れるが， 般論としては，

一

先に述べたとおり， 一概にお答えす
ることは困難である。 〆

ろ
1

1

℃,
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平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新)

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

11問延着による損害はどこまでの範囲を含むのか，法務
当局に問う。 ”

（答）

現行商法には，運送品の延着を理由として損傷又は一部滅
失を伴わない損害が生じた場合の賠償額に関する特則は設け
られていないため，運送人は，民法第416条により，相当
因果関係の範囲内の損害の賠償責任を負うと解されている。

S' ぃ二繍壽職憲篭鰯鷆鰯潔丁I=お
～

（参考）改正法案の立案に向けた検討の過程では，運送品の延着の場合

に，その全部滅失の場合より多額の損害賠償責任を負う余地があるの

は均衡を欠くことを理由に,任意規定として,その損害賠償の額は運

：送品の価額を上限とする旨の規定を設けるという考え方も検討された
（※) 。

しかし，主に次のような理由から，改正法案では，この考え方を採
用していない｡

①諸外国の法制でも， この考え方による規律は見当たらないこと。

も‘｡上壼鶴薑差職臺鴬鱸雪蝋壹篶驚雪篁
、なる任意規定を設けることは適当でなく，その必要もないことも

（※）法制審議会商法部会の取りまとめた中間試案においては， この
ような考え方も併記されていた。

4
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務委員会
(民事局）

衆・法
対法務当局菫雷3暴笙睾員職)(季）

12問荷受人を確知できないときは供託できるとあるが，
どこに供託するのか，生物や動物の場合はどうか，法
務当局に問う。

(答)

1運送人は，荷受人を確知することができないときは,運送
品を供託することができる（商法第582条第1項） 。
この供託は,債務の履行地の供託所にしなければならず(民

電鷲二 壼凝溌轆毒 癖薔撫実筐
の指定する倉庫営業者又は銀行である(供託法第5条第1項)。

2生物や動物の供託についても， これと同様であるが，法務
大臣の指定する倉庫営業者等は，その営業の部類に属する物
に限り保管義務を負うため，実際には, これらを供託するこ
とは困難であることが多いと考えられる｡

3 ．仮に，供託ができない場合であって魁運送人は，荷送人
に対し，相当の期間を定めて運送品の処分について指図をす

も蕊驚二妄 iご購耀灘笙墓
の第582条） 。

（注） 法務大臣の指定する倉庫営業者で営業を行っているもの（現況
不明のものを除く。 ）は,平成27年2月1日現在,全国で14社
（17事業所）である（銀行に対する指定はされていない。 ） ･

（参照条文）供託法

第五条法務大臣ハ法令ノ規定二依リテ供託スル金銭又ハ有価証券二非
サル物品ヲ保管スヘキ倉庫営業者又ハ銀行ヲ指定スルコトヲ得、I

I

ゞI

」
I

ノ
タ
』

－1－
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ハ其営業ノ部類二属スル物ニシテ其保管シ得ヘキ②倉庫営業者又ハ銀行ハ其営業ノ部類
数量ニ限り之ヲ保管スル義務ｦ負う数量ニ限り

Q

毛＝

ろホ

ノ

も

、
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平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

13問供託による維持費は誰が負担するのかj法務当局に
問う。

（答)

供託法第7条では，供託所となる倉庫営業者等は，供託物を
受け取るべき者に対し，一般に同種の物について請求する保管

料を請求することができるとされている。したがって，運送人

が供託する場合は,荷受人がその保管料を負担することとなる。

名庫菩菫著臺撫駕鰻雄霊前薊琴=鍵臺
約において,運送人が支払った費用については荷送人等の負担
とする旨の約定を設けていることもあるといわれている。

（注）標準引越運送約款′ ‘

(引渡しができない荷物の処分）

第十二条当店は,相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないと

きは，荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託しもしくは競売することが

あります。

2 （略）

も． 第一項の規定による処分に要した費用は荷送人の負担とします0｝

（参照条文）供託法

第七条倉庫営業者又ハ銀行ハ第五条第一項ノ規定二依ル供託物ヲ受取

ルヘキ者二対シ一般二同種ノ物二付テ請求スル保管料ヲ請求スルコト

ヲ得

〃

、

.､ 1－



平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

問
を
た
け
い

運送品の競売は，運送人が荷送人に対し相当の期間
定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告し
にもかかわらず,荷送人がその指図をしないときだ
できるのか，荷送人が不明であるときは競売できな
のか，法務当局に問う。

14

（答)

1 運送品の競売は， （荷送人ではなく， ）荷受人を確知する
ことができない場合において，運送人､が荷送人に対し相当の

名■ 碧嚇蕊享=灘鰐篭臺 菫鬘鐸蕊
とができるとされている （新第582条第2項） （注） 。
2改正法案においては，荷送人が不明であることを直接の理
由として競売に付すことができるものとはされていない。
もっとも，荷送人と運送人とは運送契約の当事者であり，
運送人は契約締結時に荷送人の連絡先等荷送人に関する情報
を得ているのが通常であるが，運送人が当該情報に基づいて
催告したにもかかわらず,荷送人から返答がなかったときは． ，

「催告したにもかかわらず,荷送人がその指図をしないとき」
に当たるとの評価が可能であり，運送品を競売に付すことが

Iらで霊 毫脇事由による価格の低落のおそれがある
運送品は，荷送人に対する催告をしないで競売に付すことが
できる（新第582条第3項） 。

(注）荷受人が運送品の受取を拒み，又はこれを受け取ることができな

い場合において，運送人が荷受人に対し相当の期間を定めて運送品

の受取を催告し，かつ，その期間の経過後に荷送人に対し相当の期
間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかか

わらず,荷送人がその指図をしないときも，運送人は，その運送品

を競売に付すことができる。 （新第583条）

－1 －



I

、

（参照条文）

新第五百八十二条運送人は､荷受人を確知することができないときは、
運送品を供託することができる。

2前項に規定する場合において､運送人が荷送人に対し相当の期間を
めて1重i共晶のタ

1重う美同『

する－とができる

3瓊…血皇_よ_至伍整里盤盗里塑垂』辿墾迄_皇運送&陸_煎望

名⑩4代房燕露臓欝宴毒蕊ご場綿熟晨二簔篁
運送賃等に充当することを妨げない。

5運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又
）は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発
しなければならない。

新第五百八十三条 品の蜑取を托

この場合にお

同条第二項中 ｢運送人が」とあるのはいて、 ｢運送人が 荷受人に対

めて運送品の受即 の期間の経iE

(己 麩ﾕｰと､同条第五項中「荷送人」 とあるのは「荷送人及び荷受人」
と読み替え亀ものとする。

－2．．
〈



平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆･法務委員会
対法務当局（民事局）

←ケ

15問競売で競落されなかった場合はどうなるのか，法務
当局に問う。

（答)

運送人がその保管する運送品を競売に付したにもかかわらず，
競落されないときは，その保管を続けることとならざるを得な
い。

ただし,実務上は,競売手続において，運送人自ぢが運送品ただし,実務上は，競売手続において，運送人自’
を競落した上で，処分することがあると聞いている。
ち へ

、

(b

ｰ

晶

｡

●

.．1－



平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

16問運送品の滅失とは，運送品が壊れた場合や紛失した
場合が含まれるのか，法務当局に問う。

（答）

運送品の「滅失」とは,運送品が消失してなくなることをい
い,物理的な滅失のほか，所在不明や；他人の善意取得等によ
り運送品を回復し得なくなった場合(法律的な滅失)を含むも
のである（注） 。

(ろ』 (注） 「全部滅失」とは，運送品の全部が消失してなくなることをいい，
「一部滅失」 とは，運送品の一部が消失してなくなることをいう。
「損傷」とは，傷などにより運送品の価値が一部減少することを

いい，運送品の価値が零となり，その効用を喪失した場合は，全部
滅失に当たる。

℃

､

－1 －
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平成3
串田
0年4月18日 （水）
誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

'7問ょ龍議篝審勝夫っ雲簔靖踏詳はどの
（答）

運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は，原則
として，その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市
場価格によって定めることとされている(新第576条第1項)。
したがって， 中古品であっても，その損害賠償の額については

名'壹許古品の市場価格によ・て定めることとなる(注')(注
(注1）例えば，中古自動車については， 「中古車が損傷を受けた場合，

当該自動車の事故当時における取引価格は，原則として， これと同

一の車種・年式・型，同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中

古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべき」で

あるとされている（最高裁昭和49年4月15日判決） 。

(注2）なお，市場価格がないときは，その引渡しがされるべき地及び

時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める

こととなる。この場合の価格決定の方法としては，①保険価額によ

る方法,②CIF価格（送り状に記載された価格に運送賃・保険料

を加算したもの）に関税等を加算したものによる方法があるとされ
ている。

洽

（参照条文）

（損害賠償の額）

第五百七十六条運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額
は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格（取

引所の相場がある物品については、その相場）によって定める。ただ

し、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品

『

－ 1－



質の物品の正常な価格によって定める。

2運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃、

その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
3 （略）

い
○

〆

℃
§
Ｉ

一

凸

－2－



平成3
串田
0年4月18日 （水）
誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

､(答）

商法上，高価品の定義規定は設けられていないが，判例に
よれば，高価品とは，容積又は重量に比して著しく高価な物
品をいうとされている（最高裁昭和45年4月21日第三小
・法廷判決･集民99号129頁) 。 （注1） （注2） 、

S (注1）上記最判においては，容積重量ともに巨大な外国製研磨機が
高価品に当たらないとされた。

(注2）高価品の例としては，宝石，貴金属，骨董品等が挙げられる
が，具体的な判断は，時代によって変遷する対象物の評価によるこ

とになると考えられている。裁判例としては，絵画,宝飾品, ’文書
ディスク等が高価

1

フロッピー 品とされたものがある。

～

＝一、

も

6

－1－

1 8問高価品の定義について，法務当局に問う。



〈

平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

19問個人的に大事にしているものも高価品に当たるのか． ,

法務当局に問う。

（答）

先ほど申し上げたとおり，高価品とは，一般に, 「容積又は
重量に比して著しく高価な物品」をいうとされており，客観的
な価値に基づいて定まるものである。したがって,荷送人が主

観的に大事にしている物であるとしても,客観的に「著しく高
価」でなければ，高価品には該当しない（注） 。

0

？
○

(注）)東京地判平成元年4月20日判決・金融商事判例836号20頁

は, 「パスポートは，各人にとっては貴重品であるが，それ自体と

して交換価値があるものではなく，商法578条の適用のある高価
品には該当しないものというべきである。 と判示した。」

(己

－1－



平成30年4月18日（水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

20問妊婦や障害者等の運送についても，旅客運送人が責
任を負うことになるのか,法務当局に問う。

（答）

新第590条では，旅客運送人は，旅客が運送のために受け
た損害を賠償する責任を負うが，運送人が運送に関し注意を怠
らなかったことを証明したどきは責任を負わない旨規定されて
いる。

したがって，妊婦や障害者等が運送に関連して何らかの損害
を被った場合には，運送人は,原則として，その賠償責任を負
うこどとなるが，運送人がその運送に関し注意を怠らなかった
ことを証明した場合にはｼ運送人は， 当該損害を賠償する責任
を負わないこととなる。

名；

（参照条文）新商法

（運送人の責任）

第五百九十条運送人は,旅客が運送のために受けた損害を賠償する責
任を負う。ただし，運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証
明したときは， この限りでない。

も
（

._ノ

8

－1－
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平成30年4月18日（水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

21問責任を負えないことを理由に旅客運送人が運送を拒
むことはできるのか,法務当局に問う。

（答）

，商法上は，運送人と旅客側との自由な意思により旅客運送
契約を締結した場合にのみ，運送人が旅客の運送義務を負う
こととなり （新商法第589条） ，旅客運送の拒絶について

の規定は存しない。このため，商法上は，契約自由の原則に

舌2よ:獺=妻 菫嘉欝睾艤臺皇嘉 :一
定の場合を除いて,運送人が旅客運送を引き受ける旨規定さ
れている(一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款第3条，
海上旅客運送の標準運送約款第3条第1項） 。

これらの約款では，例えば，①天災その他やむを得ない事

由による運送上の支障があるとき，②旅客が付添人を伴わな

い重病者であるとき,③旅客が指定感染症の患者であるとき,
， ④年齢又は健康上の理由によって生命が危険にさらされ又は

健康が著しく損なわれるおそれのあるとき等においては，運
… 送の引受けを拒絶することができる旨規定されているようで

(ご擦善臺 蕊皇鴬震=蕊誇条海
このように,標準運送約款上は,一般的に運送人が責任を
負えないということを理由とするのではなく，個別に列挙さ
れた場合にのみ，運送人が運送を拒むことができるとされて
いるようである。

（参考条文）

○新商法

（旅客運送契約）

、

8

0

－1－



伝

第五百八十九条旅客運送契約は､運送人が旅客を運送することを約し、
相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによ
って、その効力を生ずる。

（参考約款例）

○一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款（運輸省告示第49号
昭和62年1月23日） ※バス

（運送の引受け）

第3条

臣にりi車決のf

ち 送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶）
第4条 の名､号･‘ ﾕ‘今にに 重う美0

叉〕ソエヲ c ／

（1）当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
（2）当該運送に適する設備がないとき

（3）当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき

（4）当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する
ものであるとき

(5） ")4H1~E の支瞳が忠

（ ・

b

ノ

（6）旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行
う‘措置に従わないとき

（7）旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止さ
れた物品を携帯しているとき

（8）旅客が第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶され
た物品を携帯しているとき

（9）旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者､監護者に伴われてい
ない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき

(10）

(11） 7)予K方形7Rla

－2－
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F,のに賄

洞，后0

者であるとき

（運送の制限等）

第5条当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があ
る場合には、臨時に乗車券類(乗車券、座席券及び有料手回品切符を
いう6以下同じ。 ）の発売の制限若しくは停止､乗車する自動車の指
定､乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をするこ
とがあります。

g■皇当社は､前項の規定による制限停止又は指定をする場合には､〃
らかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所（以下「営業所等」
という。 ）及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得な
いときは、 この限りでありません○

割

○海上旅客運送の標準運送約款（昭和61年運輸省告示第252号）
(運送の引受け） ※旅客船， フェリー

第3条当幽主上雌鼬竺雌力里範固血皇塑些工舎一運送Q里込塗里
pl nnC 聖黙1の配

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

も場合は運送契約の申込みを拒絶し､又は既に締結した運送契約を解除することがあります。

（1） 当社が第5条の規定による措置をとった場合
（2） 旅客が次のいずれかに該当する者である場

ア感錘里迦迩i感睡蝿塾三並立二重_医遠足閨二i二量迭建L王
"10" 酒』R｡世 項万.酋

zzと堅二堂鍵染莚萱竺鎧崖感染莚_込匠塗必臺_と_土亙
犬ﾂ丙原体保有圭

γ】

イ泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれの
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（3） 旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うお
それがある場合

（4）運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるもの
である場合

r-､i (5)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合

f3"W)法令の規定によるほか棚の…いずれ州診当十5条当社は､法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行
経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります｡

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)玉墾、火災、海難、使用船舶の故障 の他のやすP存得ない專咋

発生した場合

(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生
した場合

は）乗船者の疾病が発生した場合

(5) 使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合

(6) 官公署の命令又は要求があった場合Iも
1
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平成3
串田
0年4月18日 （水）
誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

（答）

（法務省としては所管外の事項であるが， ）身体障害者補助
犬法第8条においては，公共交通事業者等は，その管理する旅
客施設及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等
を身体障害者が利用する場合において，基本的に，身体障害者
補助犬を同伴することを拒んではならないとされている6？
○

＆

（参照条文）身体障害者補助犬法

第八条公共交通事業者等（高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第四号に規定する
公共交通事業者等をいう。以下同じ。）は，その管理する旅客施設（同
条第五号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。 ）及び旅客の運送を
行うためその事業の用に供する車両等（車両， 自動車，船舶及び航空
機をいう。以下同じ。 ）を身体障害者が利用する場合において身体障
害者補助犬を同伴することを拒んではならない｡ただし,身体障害者
補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは

発生し,又はこれらを利用する者が著しい逃し,又はこれらを利用する者が著しいIB 損害を受けるおそれがある

場合その他のやむを得ない理由がある場合は， この限りでない。

－ 1－

22問介助犬等の運送を拒むことはできるのか
に問う。 ，

法務当局



平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

23問船酔いや自動車酔い等による治療費は，旅客運送人
が負担するこ･とになるのか，法務当局に問う。

（答）

旅客運送人は,旅客が運送のために受けた損害を賠償する責
‘任を負うが，運送に関し注意を怠らなかったことを証明したと
きは，その責任を免れる（新第590条) ・

船酔いや自動車酔い等によって旅客が支出した治療費につい
r>.て旅客運送人が賠償責任を負うか否かは，最終的には,個別具

も体的な事案に応じて裁判所が判断すべき事柄であるため'一概
に申し上げることは困難であるが,一般論として申し上げれば，
運送に伴って一定程度の振動が生ずるのは不可避であると考え
られるためj御指摘の船酔いや自動車酔いがこのような振動に
よって生じたのであれば,旅客運送人は注意を怠らなかったと
認めることが多いと考えられる。これに対し，運転ミスなどに
よって大きな振動が生じたために船酔いや自動車酔いが生じた
のであれば,旅客運送人が責任を負うこともあると考えられる。

（参照条文）新商法

（運送人の責任）

も第五百九十条運送人は‘旅客が運送のために受けた損害を賠償する責
任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証
明したときは、この限りでない。

〃
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平成30年4月18日 （水）
串田誠一議員（維新）

衆･法務委員会
対法務当局(民事局）

24問救助料の額を裁判所が定めることとされているが
金額によっては救助をためらうことがあるのではない
か，救助料の額を定める際の指針があった方がいいの
ではないか，法務当局に問う。

（答）

救助料の額に争いがあるときは，特約がない限り，裁判所が
救助料の額を定めるとされているのは御指摘のとおりであるが，
その算定に当たっては，危険の程度，救助の結果,救助のため

(P》に要した労力及び費用その他一切の事情を考慮することとして
○いる（新第793条） 。また，救助された物の価額が救助料の
上限となることも法定されている（新第795条） 。
したがって,改正法においては，救助料の額の決定について

の判断要素が明確になっているものと考えられる。

口
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●

（参照条文)新商法

（救助料の額）

第七百九十三条救助料につき特約がない場合において、その額につき

争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のため

に要した労力及び費用（海洋の汚染の防止又は軽減のためのものを含

む。 ）その他一切の事情を考慮して、これを定める。

（救助料の上限額）

第七百九十五条救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価

額（救助された積荷の運送賃の額を含む。 ）の合計額を超えることが

できない。

』

む

－1－


